
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　原決定を取り消す。

　　　　　本件執行猶予取消請求を棄却する。

　　　　　　　　　理　　　　由

　申立人本人の抗告趣意について。

　刑法二六条三号によつて執行猶予の言渡を取り消しても、憲法三九条に違反する

ものでないことは、当裁判所昭和三三年二月一〇日大法廷決定（刑集一二巻二号一

三五頁）の趣旨に照らして明らかである。所論は採ることができない。

　弁護人中村銀作の上申書について。

　弁護人中村銀作は、本件につき、上申書と題する書面を提出している。ところで、

刑訴規則二七四条によれば、刑訴法四三三条の抗告の申立書には、抗告の趣旨を簡

潔に記載しなければならないと定められており、この規定は、抗告の趣旨はすべて

申立書自体に記載すべきもので、申立書以外の書面によることは許されないという

意味であると解するのが相当である。したがつて、右上申書は不適法なものである

から、判断を加えない。

　職権をもつて調査するに、原決定の確定した事実によれば、申立人は、昭和三八

年二月二五日に、東京地方裁判所において、恐喝罪により懲役八月の言渡を受け、

右判決は、申立人の控訴・上告を経て昭和三九年二月一八日に確定し、他方、申立

人は、昭和三七年一一月二四日に、東京地方裁判所において、別件恐喝罪等により

懲役八月二年間執行猶予の判決言渡を受け、右事件は、申立人および検察官の控訴

により東京高等裁判所に移審し、昭和三九年二月一八日に、同裁判所において、各

控訴棄却の判決言渡があり、右判決は、同年三月四日に確定したものであるが、東

京高等検察庁検察官は、右後者の判決確定前である同年二月二二日に、右前者の判

決確定の事実を覚知したのにかかわらず、上告手続をとることなく、そのまま確定
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させたというのである。

　ところで、刑法二六条三号は、検察官が、上訴の方法により違法に言い渡された

執行猶予の判決を是正するみちがとざされた場合に、その執行猶予の言渡の取消を

することができるという趣旨であることは、当裁判所昭和三三年二月一〇日大法廷

決定（刑集一二巻二号一三五頁）の明示するところである。したがつて、本件のよ

うに、検察官が、執行猶予の判決に対してした控訴につき、控訴棄却の判決を受け

た後、その確定前に、被告人が執行猶予の欠格者であることを覚知したときは、こ

のような違法な判決がそのまま確定することは著しく正義に反するものであるから、

すべからくその有する上訴権を行使して、裁判所に刑訴法四一一条の職権発動を求

め、その判決の確定を阻止すべきものであり、検察官が、被告人は執行猶予の欠格

者であることを覚知しながら、上告の申立をすることなく、執行猶予の判決を確定

させたときは、検察官はその取消請求権を失い、裁判所も、その請求を許容して執

行猶予の言渡を取り消すことはできないものといわなければならない。

　そうすると、これと相反する判断をした原決定には、決定に影響を及ぼすべき法

令の違反があり、これを取り消さなければ著しく正義に反するものと認められるの

で、ここにこれを取り消し、本件取消請求はこれを棄却すべきものと認める。

　よつて、刑訴法四三四条、四二六条により、裁判官全員一致の意見で、主文のと

おり決定する。

　　昭和四一年一月二八日

　　　　　最高裁判所第三小法廷

　　　　　　　　　裁判長裁判官　　　　田　　　中　　　二　　　郎

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　五　鬼　上　　　堅　　　磐

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　横　　　田　　　正　　　俊

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　柏　　　原　　　語　　　六
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　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　下　　　村　　　三　　　郎
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